
納
付
方
法

■
特
別
徴
収

　
原
則
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す（
年
６
回
偶
数
月
）。
該
当

し
な
い
方
は
、
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
り
納
め
ま
す
。 

■
普
通
徴
収

　
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
し
ま
す
。

納期限
期　
別

納
期
限

第
1
期
７
月
31
日（
木
）

第
2
期
９
月
１
日（
月
）

第
3
期
９
月
30
日（
火
）

第
4
期
10
月
31
日（
金
）

第
5
期
12
月
１
日（
月
）

第
6
期
12
月
25
日（
木
）

第
7
期
令
和
８
年
２
月
２
日（
月
）

第
8
期
３
月
２
日（
月
）

※
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

（
イ
オ
ン
モ
ー
ル
東
浦
２
階
）

で
も
納
付
可
能

■
普
通
徴
収
の
方
は
、
便
利
で
確

実
な
口
座
振
替
の
手
続
き
を
！

　
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、役
場

ま
た
は
金
融
機
関
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。国
民
健
康
保
険
税

を
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
方

も
再
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ど
う
し
て
も

納
付
が
難
し
い
と
き
は

　
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、

未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
早
め
に

保
険
医
療
課
へ
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
①
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
減
免
が
認
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
災
害
に
よ
り
、住
宅
や
家
財
に

著
し
い
損
害
を
受
け
た
場
合

②
事
業
の
廃
止
、
失
業
等
に
よ
り

収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合

※
減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
。
詳
細
は
役
場
保
険
医

療
課
へ

医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
自
己
負
担
割
合

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
は
、
か
か
っ
た
医

療
費
の
１
～
３
割
で
す 

（
世
帯

の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
変
わ

り
ま
す
） 

。

■
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
と
き
は
？

　
あ
と
か
ら
高
額
療
養
費
と
し

て
差
額
を
返
金
し
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■「
限
度
額
適
用・標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」「
限
度
額
適
用

認
定
証
」を
お
持
ち
の
方

　
資
格
確
認
書
と
一
体
化
さ
れ

る
た
め
、
各
認
定
証
は
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
。

資格確認書の資格確認書の
交付交付
現在お使いの後期
高齢者医療被保
険者証などの有効
期限は７月31日です。令和６年12月２日
以降は、後期高齢者医療被保険者証は
新たに発行されなくなり、マイナ保険証
を基本とする仕組みに移行しましたが、
後期高齢者医療制度に加入するみなさ
まには、マイナ保険証の有無に関わらず

「資格確認書」を７月中に郵送します。
マイナ保険証での受診が難しい場合は、
今回お送りする「資格確認書」で、これま
で通りの医療を受けることができます。

青色

後期高齢者後期高齢者
医療制度医療制度のの保険料保険料

75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障がい
があり加入を希望する方は、それまで加入してい
た国民健康保険や職場の健康保険などから脱退し、
後期高齢者医療制度に加入します。

コールセンター電話番号

保険料の算定方法や保険証の負担割合などは
後期高齢者医療コールセンターへ

☎0570－011－558（通話料がかかります）

※土日祝、年末年始（12月29日～翌年１月３日）は閉鎖
※繁忙期（令和７年７月12日～令和７年８月31日）は土

日祝も開設

開設期間 令和８年３月31日までの
平日午前８時45分～午後５時15分

・県後期高齢者医療広域連合
　☎052（955）1227
・役場保険医療課　内線153

問い合わせ保険料（令和７年度）の計算方法

※１ 基礎控除額
　合計所得金額2,400万円以下 …………………… 43万円
　合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 …… 29万円
　合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 …… 15万円
　合計所得金額2,500万円超 …………………… 適用なし

53,438円

均等割額均等割額
（総所得金額等－基礎控除額※1）×11.13％

所得割額所得割額

均等割額 所得割率 保険料の上限額
53,438円 11.13％ 80万円

令和６・７年度
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